
小名浜港港湾機能継続協議会

令和元年 ７月４日



港湾ＢＣＰの目的＜Ｐ１＞

小名浜港において、大規模地震・津波により港湾被災が発生した際の地域産業活動への影響を最小限とす
べく、港湾機能の早期回復ができるよう、関係者の共働・連携による対応ができる体制を構築すること。

参集基準＜Ｐ１１＞

以下のいずれかが発生した場合は、各警報
解除後、福島県小名浜港湾建設事務所に自
主的に参集する。
・震度６弱以上
・津波浸水深１ｍ以上

災害発生

「被災状況調査」
を全会員が、指定様式により報告。

緊急物資輸送対応
（応急復旧）

幹線貨物輸送対応
（応急復旧）

本 復 旧

被災状況調査の目的＜Ｐ１４＞

・被災情報の発信（支・救援要請含む）
・緊急物資輸送検討の基礎資料
・幹線貨物輸送検討の基礎資料

随
時
更
新

小 名 浜 港 事 業 継 続 計 画 の 概 要

被災状況調査の連絡内容＜Ｐ１５、１６＞

・連絡先：港湾管理者0246-53-7130(FAX)
・自社の生産活動障害及び関係港湾施設
並びに付近の状況報告

（何が破損して・障害となって何ができない、
いつまでに何をどうしたいのか）

＜Ｐ１０＞



小 名 浜 港 港 湾 機 能 継 続 協 議 会 員 の 役 割

復旧段階区分
物流企業
等

陸運・倉庫
業者

荷主企業 港湾管理者 地方整備局 海上保安部 建設関連団体

被害状況調査
報告内容
＜Ｐ１５＞

・自社、利用港湾施設の被害
・生産活動状況
・生産活動復旧目標

・事務所、港湾施設の被害
・業務執行状況

・事務所、港湾水
域の被害
・業務執行状況

・出動可能会員
企業情報

・使用可能資機
材情報

緊急物資輸送
＜Ｐ１７＞

・物資輸送体制の確保
・物資輸送

－

・港湾施設被害
調査

・臨港道路・埠頭
用地啓開

・港湾施設被害
調査
・航路・岸壁啓開

・航路調査復旧

・港湾施設被害
調査

・港湾施設応急
復旧

幹線物資輸送
＜Ｐ２４＞

・船社との連絡調整
・荷主企業との連絡調整
・荷役体制復旧見通し報告

・生産活動復旧
見通し報告

・港湾利用見通
し報告

・港湾施設被害調査
・港湾施設の応急復旧

・航路調査復旧
・航路標識復旧

・港湾施設被害
調査

・港湾施設応急
復旧

※自社保有機械・施設が被災した場合は、各自で回収及び撤去すること。（対応が不可能な場合は、本部と調整すること。）



■被災・復旧状況　報告様式（被害調査票）

○営業活動再開時期　　　　※わかる範囲でご記入ください。

○利用希望港湾施設

○施設・設備等の被災状況　　　※自由様式　（図面、写真、表貼り付け可）

再開阻害要因

施　　設　　名 貨　　物　　名 使　　用　　量 利　用　時　期

連絡手段
連絡可能な通信手段（電話番号・FAX・メールアドレスなど）

再開時期 月 日頃　 再　　開　　　　・　　　　予　　定

第 報
目的：公共港湾施設の復旧計画を策定するための基礎資料として使用します。

記入日時：

記入者 会社名 所属

　　　月　　　日　　　時　　　分 


